
号

外

七�
令

和

八

年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
浄
化
槽
の
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

廃
棄
物
対
策
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一

○
岐
阜
県
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
係
る
手
続
の
適
正
化
等
に

関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二

○
岐
阜
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

環
境
管
理
課)

二

○
岐
阜
県
ゴ
ル
フ
場
の
環
境
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

(
同

)

二

○
岐
阜
県
温
泉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二

○
岐
阜
県
消
費
生
活
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

県
民
生
活
課)

三

訓

令

甲

○
岐
阜
県
県
民
生
活
安
定
緊
急
対
策
本
部
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
訓
令

(

県
民
生
活
課)
三

規

則

岐
阜
県
浄
化
槽
の
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
五
十
三
号

岐
阜
県
浄
化
槽
の
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
浄
化
槽
の
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

昭
和
六
十
年
岐
阜
県
規
則
第

七
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
中｢(

県
事
務
所
の
所
管
区
域
に
あ
っ
て
は
、
県
事
務
所
長)｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
五
十
四
号

岐
阜
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則(

平
成
四
年
岐
阜
県
規
則
第
七
十
九
号)

( ) 令和８年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
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○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
八
年
四
月
一
日



の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
係
る
手
続
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
五
十
五
号

岐
阜
県
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
係
る
手
続
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
係
る
手
続
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成

二
十
一
年
岐
阜
県
規
則
第
八
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
二
項
第
二
号
中｢

岐
阜
地
域
環
境
室
又
は
県
事
務
所｣
を｢
県
事
務
所
又
は
岐
阜
地
域
環

境
事
務
所(

以
下｢

県
事
務
所
等｣

と
い
う
。)｣

に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
二
号
、
第
二
十
条
第
二
項
第
二
号
、
第
二
十
一
条
第
二
項
第
二
号
、
第
二
十
二
条
第
二

号
及
び
第
二
十
四
条
第
二
号
中｢

岐
阜
地
域
環
境
室
又
は
県
事
務
所｣

を｢

県
事
務
所
等｣

に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
中｢

計
画
地
が
県
事
務
所
の
所
管
区
域
に
所
在
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該｣

を
削

り
、｢

県
事
務
所
長｣

の
下
に｢

又
は
岐
阜
地
域
環
境
事
務
所
長｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
五
十
六
号

岐
阜
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則(

昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
百
二
十
九
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中｢

、
県
事
務
所
長｣

を｢

県
事
務
所
長
、
岐
阜
地
域
環
境
事
務
所
の
所
管
区
域
に

あ
つ
て
は
岐
阜
地
域
環
境
事
務
所
長｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
ゴ
ル
フ
場
の
環
境
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
五
十
七
号

岐
阜
県
ゴ
ル
フ
場
の
環
境
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
ゴ
ル
フ
場
の
環
境
管
理
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
七
十
五
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中｢

、
県
事
務
所
長｣

を｢

県
事
務
所
長
、
岐
阜
地
域
環
境
事
務
所
の
所
管
区
域
に

あ
っ
て
は
岐
阜
地
域
環
境
事
務
所
長｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
温
泉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
五
十
八
号

岐
阜
県
温
泉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
温
泉
法
施
行
細
則(

平
成
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
三
十
九
条
第
二
項
中｢
、
省
令｣

を
削
り
、｢

県
事
務
所
長
を
経
由
し
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
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る｣
を｢

県
事
務
所
の
所
管
区
域
に
あ
っ
て
は
県
事
務
所
長
に
、
岐
阜
地
域
環
境
事
務
所
の
所
管
区
域

に
あ
っ
て
は
岐
阜
地
域
環
境
事
務
所
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
消
費
生
活
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
五
十
九
号

岐
阜
県
消
費
生
活
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
消
費
生
活
条
例
施
行
規
則(

昭
和
五
十
年
岐
阜
県
規
則
第
百
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
項
第
一
号
、
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
十
一
条
第
二
項
第
二
号
中｢

消
費

生
活
対
策
監｣

を｢

管
理
調
整
監｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
九
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
県
民
生
活
安
定
緊
急
対
策
本
部
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
県
民
生
活
安
定
緊
急
対
策
本
部
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
県
民
生
活
安
定
緊
急
対
策
本
部
設
置
規
程(

昭
和
四
十
九
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
三
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中｢

秘
書
広
報
統
括
監｣

を｢

知
事
公
室
長｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
中｢

総
務
部
人
事
課
長｣

を｢

知
事
公
室
人
事
課
長｣

に
、｢

総
合
企
画
部
市
町
村
課
長｣

を｢

総
合
企
画
部
市
町
村
課
長

総
合
企
画
部
統
計
課
長

｣

に
改
め
、｢

環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
活
部
統
計
課
長｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

( ) 令和８年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３
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令
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年
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一
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発
行

岐
阜
市
薮
田
南
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丁
目
一
番
一
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者

岐

阜

県

発
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岐

阜
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庁

編
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岐
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